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　蒲南・中部土地区画整理事業地区内の土地（保留地予定地）を公開
抽選で公売します。

◆申込・問合先
10月15日（月）～26日（金）の午前9時から午後4時までに申込用
紙（区画整理課またはホームページにあります）に必要書類・抽選
保証金20万円（現金）を添えて区画整理課へ。
※土・日曜日は受け付けを行っていませんが、事前にご連絡をい
　ただければ受け付けます。

◆申込資格
自己の建物および構築物を建設しようとする方で、個人または法
人の方。市内・市外在住は問いません。1人1区画の申し込みとし
ます。
　なお、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人ならびに破
産者で復権していない方、営利を目的として売買しようとする方
および税の滞納のある方は申し込みできません。

◆その他
抽選日　　10月31日（水）

◆特別売却　 申し込みのなかった物件については、11月1日（木）～
平成25年3月31日、特別売却（申し込み順）します。

公売を予定する保留地
番号 所在地 地積 用途地域 ㎡単価 売却価格

① 蒲南土地区画整理1街区6
（八百富町）

160.36㎡
（48.51坪） 準工業地域 55,000円

（坪181,818円） 8,819,800円

② 中部土地区画整理20街区9
（水竹町上大塔）

148.40㎡
（44.89坪） 第一種住居地域 73,000円

（坪241,322円） 10,833,200円
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